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植物は、光合成によって地球上に降り注ぐ太陽エネルギーを化学エネルギーに変換しています。このプロセスを通じて大気中
の二酸化炭素を固定し物質生産を行うという、優れた機構を備えた生物です。この地球上において植物群は、いわば太陽
エネルギーを貯蔵する巨大システムともいえます。

植物の役割はエネルギーを貯蔵するに留まりません。木々が互いに光を求めて幹や枝を伸ばし葉を広げることで森林が形成
され、温度や湿度等が一定に保たれる空間が創出されます。森林内では全体として環境が安定するとともに、生い茂る植
物により陰影や微細な環境の変化が生じることで様々な動物や植物に適した生息環境が生み出され、豊かな生物多様性
を有する森林生態系が構成されます。

人類は世界各地で長きにわたりこの森林生態系の恵みを享受し、そこから木材を中心に、食糧、エネルギー、生活物資等
を得て、生活を豊かにしてきました。

近年、産業革命を契機に人類は化石燃料依存を強めるとともに、高度化したテクノロジーを通じてより大量かつ安価に入手
できる素材に代替されるものも多くなりました。しかし、二酸化炭素固定機能を有し、持続可能な資源造成が可能であり、
また多様な生物の生息域でもある森林の重要性は、カーボンニュートラル社会や生物多様性との共生を希求する現代社会
にあって、今後ますます高まっていくと考えられます。

私たちには、森林の有する価値を活かし、人間社会と自然との関係性をより豊かなものにしていくことが求められます。

Why Deloitte
森林・林業の価値と持続可能な社会形成

人類の長い歴史において現在ほど短期間に急激に人口が爆発し、世界中が１つの経済圏として拡大したことはありません。

急激な発展とともに、現代では外部不経済による環境問題の深刻化や資源の枯渇から、国際的に持続可能な社会形成
が目指されています。化石燃料や他の素材資源が、環境影響や資源制約という課題からも注視される中、エネルギーや各
種素材を木材で代替する木質化への動きが活発化することは、ある意味必然とも考えられ、現実にもそのような動きは始
まっています。

人類の歴史では様々な状況において過去の歴史と似たような境遇・局面に遭遇することがあります。「歴史は繰り返す」とい
う言葉はまさに、そのような局面において使われる教訓でもあります。そのような場面で、過去の失敗の情景と現在の風景と
を重ね合わせ、一度通った過去の過ちと同じ道を辿るのではなく、あたかも螺旋階段を登るかのように、課題を克服し高みを
目指して新たな歴史を紡ぎ出すことがまさに必要なのではないかと考えます。

私たちは、森林資源の収奪を止めることができず森林を喪失させてきた数多の歴史と同じ轍を踏むことなく、新しい歴史を
作り出していきたいと考えます。現代において、まさにそれは化石資源依存型社会から資源循環型社会への移行であるとと
もに、都市集中型社会から地域分散型社会への発想転換も含むパラダイムシフトであると言えるでしょう。

森林の有する価値に私たちは生かされている

化石資源依存から木材資源への回帰というパラダイムシフト
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化石資源の一部を木材資源で代替していく上で配慮しなければならないこと、それこそ「森林が有する価値を継続的に享
受するために、森林のサステナビリティを守り続けること」ではないかと考えます。

世界全体でみると、人類の経済活動の拡大を主因として地球上の森林面積は減少し続けており、未だ資源循環型社会
の形成は道半ばの状態にあると言えます。

木材生産を森林環境の保全と両立させていくため、林業経営は木材の伐採・搬出と再造林により持続可能な資源循環
を実現するとともに森林生態系としての様々な機能をも維持・保全していくことが求められます。

わが国は、森林の有する価値や自然の営みに感謝と敬意を表し、木材や自然の恵みを生活の中に取り込んで、人間が悠
久の歴史の只中にいることを常に感じられるような暮らしの在り方や文化を形成してきた歴史を有します。

そのような価値観とともに、過去の技術と最新のテクノロジーを掛け合わせることにより、新たな時代に応じた知恵を生み出し
人類社会の進歩・発展に貢献していく、私たちはそのような林業イノベーションの実現を目指していきたいと考えます。

新たな知恵－森林価値の享受とサステナビリティの保持
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背景と目的

激変する世界情勢とこれまでの日本林業
日本においても、直近ではコロナや緊張感の高まる国際情勢に起因するウッドショックの影響で、国産材の価格は過去数
年に比べ大幅に上昇するという経験をしました。

しかし、国内林業はこれまでの中長期にわたり、原木価格の長期低迷、小規模多数の山林所有形態、高コストな伐採・搬
出費用、サプライチェーンマネジメントの欠如など多くの問題を抱えてきました。

結果として、平成30（2018）年以前10年間の人工林の平均年間主伐面積約7.5万haに対し、植林されて再造林される
面積は約2.6万haと、差し引きすると毎年約5万haの人工林が減り続けていることになります。これは東京ドーム約1万個もの
面積に相当します。

この再造林率35%という数値は、日本において林業が生業として成立しているとは言い難い状況を示しているのではないで
しょうか。

林業界を取り巻くこうした諸問題は、個別の林業関係者の自助努力のみで克服できるものではありません。林業界全体、
国や地域、さらには、木材製品が最終消費者に届くまでのサプライチェーン全体での変革が必要な状況です。

一本の杉の木が育つには30～50年という長い年月が必要であるがゆえに、どうしても「あくまで遠い将来のこと」という時間
感覚で考えてしまいがちです。一方で林業界を取り巻く環境は激しく変化しており、林業外の産業からはバイオマス発電用
木材チップの供給源としての期待や、ESG投資先としての期待など、多数の社会的要請があります。

そうした波をうまく活かし、日本の林業をより良く進化させていくことはできないでしょうか。そのためには、産業としての中長期
的な絵姿・ビジョンを描き、戦略的に行動を起こしていくことが必要であると考え、私たちは2050年の日本林業を見据えた
「将来ビジョン」とそのロードマップを策定することとしました。

日本林業の未来を描き、中長期的な視点での行動をとる
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日本の国土面積のおよそ4分の1にあたる人工林は、「いま」森
林が主伐期（収穫期のこと）を迎え、豊富な資源を蓄えていま
す。しかし、「今後」に注目すると、利用可能な森林資源は大幅
に減少していく状況に置かれています。

これまでの林業の現場では、十分に成長した人工林においても、
積極的に間伐（間引く目的での伐採）が行われ、結果として、
切られずに残った木が成長し過ぎて加工し難くなってしまう「大径
材化」も進んでいます。さらに主伐される人工林は年間8万ha前
後ですが、過去10年ほどの再造林率は35%程度に留まり、次世
代の人工林の育成には不十分な状況です。

上記のような資源利用の仕方を続けていくと、人工林では伐採
搬出が困難なほどに現存の木々が大径材化していくとともに、
主伐後の再造林の不足により若い人工林が不足していき、将
来の木材資源供給源の不足を招くことになります。現生世代が
将来世代のために資源を残せるか、植林・伐採・木材利用のサ
イクルをこの先も持続可能なかたちで維持していけるのか、その瀬
戸際に立っていると言えます。

「いま」の森林・林業が抱える課題を整理する

再造林の減少による将来資源の減少リスク

日本では今後総人口の減少以上に生産年齢人口が先行して
減少していきます。地方では生産労働力を支える人の流出が相
変わらず止まらない状況もある中、森林・林業を支える地域の
労働力不足はこれまで以上に厳しい状況になると見込まれます。

日本の林業従事者の賃金は他産業に比べて上昇可能性が低
く、収入面での魅力は低いです。低賃金を理由に退職・転職に
至るケースもあり、林業の担い手である林業従事者の賃金が改
善されなければ、産業としての持続可能性を維持することは難し
いと予想されます。

これは林業という産業に留まらず、地域の木材関連産業を含む
地域経済全体にも影響します。地方創生も重要課題である現
在、林業従事者の賃金を上昇させるべく、林業の収益性を向
上させていくことは今後必要不可欠であると言えます。

林業従事者の低賃金と地方経済における林業
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林業の成長産業化という用語は用いられてはいるものの、林業
は十分に成長産業化しているとは言えないと考えます。

成長産業であれば、有望な企業は企業価値を高めようと経営
の効率化に努め、最適規模を目指し、健全な競争に向かうで
しょう。長期投資が必要な林業経営体であれば、その資金を借
入だけでなく、株式市場等から調達することも重要な選択肢で
す。しかし、国内林業ではそのような動きはほとんど見られません。

一方で、世界的にはESG投資が活発化しており、世界中のESG
投資家からの森林・林業への期待はとても高まってきています。

このような期待に応え投資資金を受け入れるためにも、収益性
を向上させ、永続的な産業として変革していくことが求められます。

林業収益の向上、成長産業化

日本の国土のおよそ7割は森林です。

世界中を巻き込み、カーボンニュートラル社会や持続可能な社会
といった目標が掲げられています。二酸化炭素吸収機能や生物
多様性維持機能などの様々な公益的機能を有し、私たちの生
活・文化とも密接に関わる森林・林業は、現在、様々な社会的
要請への対応が求められています。

しかし、これまでのところ、そのような社会的要請に対して、国内
の森林・林業は十分に応えられてきていなかったと考えます。

これからは持続可能な社会を支える重要な産業として、これらの
社会的要請にも、積極的に貢献できる産業になっていく必要が
あるでしょう。

産業として様々な社会的要請に応えられるか
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▶ インパクト投資とは？
社会・環境へのポジティブなインパクト創出とともに財務的
リターンの達成を同時に実現しようとする投資。
ESG投資の延長として位置づけられる。

▶2030年エネルギーミックス実現
国内電源構成における再生可能エネルギー比率を、
現行の15%から22～24%まで拡大。バイオマス発電
の比率も3.6～4.7%を目標に拡大

▶国土強靭化の取組
自然災害の頻発・激甚化に対し、国民の生命・財産
を守るため、森林域においては「流域治水」「土砂災
害対策」「治山対策」等を積極的に推進していく

▶ESG投資
SDGs持続可能な開発目標等の普及とともに、世界
的にESG投資が拡大、持続可能な森林管理に対す
る投資等にも期待が高まっている

社会的要請の例
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▶森林クレジット
企業各社はGHG排出削減とクレジットによるオフセッ
トの組み合わせによる自社のカーボンニュートラル化を
推進しており、森林クレジットへの期待が高まっている

国
内
企
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山林

現在の林業 Japan Forest 2050

人

林業
収益

地方
創生

社会的
要請

資源循環型林業の未実施
主伐後の再造林率約35％

資源循環型の持続可能な
林業の実現

主伐後、再造林される林業（再造林率100％）
伐期を迎えた後の用途を見越し
多様な樹種の人工林が存立。

働き手に魅力のない産業
年収 : 300万円前後

死亡事故率 : 他産業比10倍

他産業以上に働き手に魅力的な
産業への変貌

地域活性化への貢献を通じたWell-beingの実現。
年収 : 500万円以上※現在の物価換算

死亡事故率 : 他産業水準以下

補助金依存型の経営
投資資金の流入なし

林業経営の実質IRRはマイナス
資本市場の受け皿なし

補助金依存から
市場価値の高い産業に

実質IRRをプラスにしてESG投資を惹きつける。
複数の森林ファンドが存立し、
資本市場の活用が一般化。

地域林業の斜陽産業化
林業収益が低迷し、

林業従事者も減少して経済規模は縮小

地域林業を成長産業化
地域の森林資源を永続的に利活用可能な

循環型経済が実現。
地域の木材関連産業の活性化を通じて

地域全体への活性化に貢献。

様々な社会的要請に応えられない
森林・林業が求められる社会的要請に

十分に応えられない

持続可能な社会の
重要な一角を占める
二酸化炭素固定機能や

森林の様々な公益的機能の発揮など、
社会が森林・林業に求める要請に

確実に、かつ積極的に貢献する産業となる

2050年ビジョン「Japan Forest 2050」 ver.1.0
林業が2050年に至るまでに、持続可能な産業となっているために実現すべきこと、そのために重視すべき重要な視点は何か。
そのエッセンスを抽出すべく５つの観点に焦点を当て、将来の目指したい姿を描き出しました。私たちは、2050年時点の日
本林業が目指したい姿を思い描き、実践的な取り組みへと落とし込んでいきます。
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2050年
日本の森林・林業
長期ビジョン達成A

94%

A
100%

A
100%

Stage 1
試行的取組

課題の構造を深掘・整理
様々な試行的取組
制度・規制等の改革

2020～2025 2025～2030 2030～2040 2040～2050

Stage 2
優良事例の創出

長期ビジョン達成への
優良事例・ロールモデルを

構築・創出

Stage 3
優良事例の水平展開

優良事例が
他地域へ水平展開

様々な取組が結びつき
産業構造改革が進展

Stage 4
変革の全国展開

林業がビジネスとして発展し、
国内全体で長期ビジョン

達成に向けた取組が活性化

Japan Forest 2050において日本の森林・林業長期ビジョンを打ち立てた後、ビジョン達成に向けた施策・取組を展開していく

ロードマップの全体像
2050年ビジョンを実現するまでのロードマップを下表に表します。ここでは、Stageを4段階に区分し、最終的なビジョン達成の
ゴールはStage4の終盤、すなわち2050年に達した時点に置きます。2050年までに、ビジョンを実現したいと考えています。

Stage1は、林業の生産性改革を阻む様々な構造的課題を深堀りし、それを革新していく試行錯誤
を多数行う段階です。そのために、まずは施業に関わる補助金なしでも回る、収益性の高い新しいビ
ジネスモデル構築に挑戦することです。それによって、どこのコストを下げ、どうやって付加価値を上げれ
ば良いのかを徹底的に検討していく必要があります。

Stage 1
試行的取組

上記の各種施策により、補助金なしでも収益性を確保して維持拡大が可能なビジネスモデル、リスク
を受容できる『儲かる林業経営モデル』の創出が重要です。これらによってインパクト投資のような投資
資金あるいは株式市場からの資金調達を得て、事業基盤強化を図ることが可能となります。そうした
優良事例を創出し、これまでを脱却した事例を複数作り出すことが重要です。

Stage 2
優良事例の創出

1つの優良事例がどの地域にも当てはまるということではないため、複数の優良事例が必要です。その
ため、そうした事例の水平展開＋ローカライズが必要です。その過程でその地域に合ったモデルに深化
していくことが期待され、これがさらに相互に好影響を与えます。あわせて法制度やビジネススキームの
変革も進展させることで、優良事例の水平展開を加速させていく素地を整えます。

Stage 3
優良事例の水平展開

いよいよ変革の波を全国に展開するタイミングとなります。林業の変革が地域経済の活性化に好影
響を及ぼし、それが日本全体の経済に波及することで、ビジョン達成を目指します。

Stage 4
変革の全国展開



原価削減 伐採搬出・運送の低コスト化

経費削減 ICT導入等による管理効率化

売上向上 木材の高付加価値販売

主伐することで生産された木材の高付加価値化、そして伐採搬
出時の施業コスト、運送コスト等の低コスト化は、「儲かる林業
経営モデル」において必要不可欠な要素となります。

先進林業機械やICTの導入による効率化等も求められますが、
まずは生産性の高い、良い条件地においてきちんとした林業経
営モデルが実現することが重要です。

売上の拡大と低コスト化により、収益を拡大させることも儲かる
林業を実現する重要なポイントとなります。
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売上
原価

経費一次益
収益

売上

原価

一次益
収益

経費

国内の人工林の所有者は全国的に小規模零細化しています。
そのような所有単位の林地はさらに分散していたりするので、
個々の所有者の意向だけで各施業を個別に行うと、地形的に
モザイク状の施業とならざるを得ず、効率化がうまく図れません。

また林業経営は、植栽から伐期まで30～50年以上が必要な、
長期事業です。このため、経営基盤を強化し持続可能なものと
するには、毎年安定して木材を販売し、収益が確保できるよう、
一定面積以上の規模を確保することも求められます。

伐採作業班（4名1組）が、年間1万m3の木材生産を可能と
する場合、1ha当たり木材生産量を500m3とすると、年間20ha
ほどの人工林が必要です。以上より30年伐期での循環型林業
を想定すると、600haほどの人工林が必要になることになります。

林業経営体は、伐採作業班を有し、主伐で安定して木材生産
を継続できる600～1,000ha程度以上の面積規模を確保して、
意思を迅速に決定できる体制とすることが望ましいでしょう。

儲かる林業経営モデルの創出

集約化による一体施業地の規模確保・効率化
持続可能な林業経営の規模

=

=

高付加価値な木材生産・販売、低コストでの伐採搬出

国内の林業をより持続可能なものとしていくには、ロードマップで示したように「儲かる林業経営モデル」の創出が不可欠です。
では、儲かる林業経営モデルは如何にして実現可能なのか、特に重要と考える視点を示します。

1年間の
事業量

30年間の
事業量

伐採事業量
10,000m3／年

人工林面積
20ha／年

伐採事業量
300,000m3

人工林面積
600ha

30年伐期での循環型林業

収益向上のイメージ
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新規早生樹種・伐期の短縮・低コスト再造林による資源造成
主伐後の再造林において、「何の樹種を」「どの程度の本数密度（1ha当たりの植栽本数）で」植えるのか、これも儲かる林業経
営における大きなポイントとなります。これまでの日本林業では、「密植」「多間伐」「長伐期」での資源造成を志向していましたが、
育林の手間・コストがかかることや、マーケットニーズと合致しにくくなってきたことなどにより、収益を上げにくい資源造成方法になって
いることから、現在まさに見直すべき時期にきています。

次世代の資源造成においては、「低密度」「短伐期」の資源造成を志向することで、初期投資と育林に掛かるコストを抑え、投資
資金の回収期間を短縮し、収益性を高めて、儲かる林業に作りかえていくことが必要です。また、早生樹として期待される新たな
樹種についても、用途・将来のマーケットの可能性について検討した上で、資源造成していくことが求められるでしょう。

最後に大きなポイントとなるのが収益性の明示です。１つの山林で、植林時の初期投資から最終的に伐採に至るまでに必要と
なる育林経費、さらには伐期における主伐収益のすべてをトータルして計算することで、内部収益率を求めることができます。

内部収益率(以下IRR)とは、投資に必要な支出額の現在価値と、投資により得られるキャッシュフローの現在価値の総和が等しく
なるような割引率を指します。当然ながら、長期にわたり儲かるといえるためには、IRRを一定の水準以上のプラスにする必要があり
ます。一定の水準とは、投資に期待される利益率をいいます。諸外国では、林業への投資ではIRR6～8%が実現しています。

この指標により、他の投資案件と比較する形で林業の収益性を示すことができます。個々の林業地や、林業経営全体での内部
収益率を高め、その収益性を開示することで、他のESG銘柄と同様に投資家からの投資を呼び込むことも可能となります。

林業経営の収益性明示 IRR向上

スギ3,000 50年 1,500 30年
ヒノキ3,000 60年 2,000 40～45年
カラマツ3,000 50年 2,000 30～35年
コウヨウザン 1,500 20～30年
センダン 400 20年

樹種本数密度 伐期 本数密度 伐期

従来資源 次世代資源

用途

建築用材 主に
建築用材

用途

家具材
新たな早生樹種
による資源造成

初期投資を抑え、回収期間も短縮

企業

投資家
不動産事業

再生可能
エネルギー事業

食料・農業
関連事業

ヘルスケア事業

林業事業 他のESG 投資銘柄

ESG投資ESG投資

ESG 投資銘柄としての



ビジョンの実現へのロードマップの初期段階
（Stage1）にある現時点では、儲かる林業モデル
を実現していくために、様々な試行的取り組みを推
進していくことが必要です。

私たちは、儲かる林業経営の成立要因を整理し、
それぞれの要素に対応する打ち手を検討していきま
す。

儲かる林業の成立要因は大きく2点に大別できる
と考えます。１つは事業自体の「収益の向上」、も
う１つは外部のステークホルダーへの「情報開示」で
す。特に収益性を開示し、外部からの期待を集め、
信頼を得るに至る一連の取組は重要です。それに
は林業内外・産官学の様々なプレイヤーが力を合
わせ、これらを推進していくことが重要です。それが
外部資金の調達に繋がると考えます。

これら考えうる打ち手のうち、現在私たちが実践的
な取り組みや検討を進めている内容を紹介いたし
ます。

ゾーニングとは、森林の機能をより適切に発揮する
ための林地配置の目標をいいます。

右図では、日本全体の森林面積と、人工林・天
然林の内訳を示しています。戦後に面積を拡大さ
せた人工林ですが、経済性の高いところばかりでは
なく、道のない奥地や成長の悪い地域なども含ま
れています。

これからの日本の林業を考える上では、経済性の
高いエリアにおいて、儲かる林業経営を実践してい
くことが重要だと考えます。また、中長期的に森林
資源を利用・造成していく観点では、天然林の利
用や耕作放棄地の林業転用といったことも必要に
なってくると考えます。

このようなゾーニングは、森林を有する市町村の役
割となりますが、将来的な日本国内各地域の森
林・林業をデザインする上で、重要なポイントになる
と考えています。

Stage1 試行的取り組み
具体的な打ち手の検討

具体的な取り組み（１）
ゾーニングによる林業適地の絞り込み

収
益
性
の
開
示

打ち手の方向性 具体的打ち手(案)

収
益
向
上

木材価格向上策
→製材歩留まり向上／付加価値向上策

安定した事業量確保
→木材販売の価格交渉力強化、
スケールメリットによる施業コストダウン
機械化推進による効率化

低コストな造林・育林モデル確立・普及
適切なゾーニングによる林業適地の選定

森林クレジット創出
→J-クレジットの創出・販売

売上向上

造林
育林

施業コストコスト
ダウン

木材カスケード利用

新規需要開拓

中小事業体M&A
（素材生産・製材・苗木生産）
樹木採取権制度の拡大

低コスト造林モデル実践

農地の林地転用

投資家呼び込み

制度改正

林業経営モデルの確立

森林時価評価モデル策定

ゾーニングによる経済林選定

森林クレジット創出・販売

仕組み
制度構築

時価評価
森林経営
可視化

会計・金融

価値観
可視化

造林費用の損金算入、森林資産時価評価
など、国際的ルールへの対応等

森林取得コスト、皆伐収益と再造林・育林コ
ストを含めた森林経営全体損益可視化

森林資産の時価評価手法の確立

森林ファンド組成など林業の金融商品化

官民区分
民 官

国土面積
3,780万ha

12
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ある県では、再造林率を向上させるべく、地域の
製材所などの事業者が協力し、伐採跡地の再造
林化を推進していくための組織形成などの検討を
始めようとしています。さらに、その事業の継続性を
実現するために、ESG投資マネー等の呼び込みも視
野にいれています。

地域での検討のみならず、将来像の実現に向けて
具体的に投資家との意見交換も行うことで、投資
家の要求事項なども整理していくことを企図してい
ます。

具体的な取り組み（２）
ESG投資の呼び込み－県レベルでの検討・取り組み事例－

ウッドショックに端を発する木材価格の高騰は、短
期的には木材価格の高騰、林業収益の向上要
因となりました。

しかし、長らく低迷してきた材価が、いつ大きく下落
するかは予測できません。引き続き、木材の付加
価値の向上に邁進していくことが必要です。

山形県の白鷹町では、町産材を活用して、新庁
舎、図書館と町民ラウンジ等からなる木造複合施
設の建設を実現しました。特筆すべきは、単に町
産材を活用しただけでなく、製材所等とも連携し、
丸太からの製材歩留まりを大きく向上させるよう製
材加工を行い、木材価格の向上・山元への資金
還元にも努め、成果を上げたことです。それら無垢
材製品は複合施設の随所にふんだんに活用されて
います。

このように、最終用途に至るまでのバリューチェーンを
通じて木材の価値を最大化するための工夫や取り
組みによって、山元の収益を向上させていく取組は、
今後も重要になってくると考えています。

具体的な取り組み（３）
木材価値の向上－木造建築物のバリューチェーン連携－

製材所伐採現場

木造建築物
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わたしたちに出来るのは、未来を信じ、希望を抱き目指したい未来を描くこと、そしてそこに至る真摯な実践を、勇気をもって
一歩ずつ進めていくことだと考えます。

現在世代の多くが経験したことの無いような巨大な時代のうねりの渦中では、ドッグイヤーやマウスイヤーという呪縛に囚われ
ていては変えることができない、大きなトレンドも少なくないでしょう。本能的に保守的である「人の価値観」を変えるには一定
の時間が必要かもしれないということを覚悟し、巨大な時代のうねりを乗り越えていく勇気をもって「じっくりと待つ」ことも大切
なのではないでしょうか。

デロイト トーマツ グループでは、Japan Forest 2050プロジェクトを通じて今後も内外の志あるメンバーとともに、日本林業の持
続可能性を高めるための検討と提言を、長期的視点も見据えて行っていきます。

そして、信頼し合える仲間とともに実践にも取組み、国や地域とも協力して、地域の活性化を通じ地域からの変革に取組ん
でいきます。

今後に向けて
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たは代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を
負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。


